
特定非営利活動法人Hands On Tokyo役 員報酬規程

(総則)

第 1条 この規程は特定非営利活動法人 Hands On Ъkyo(以下、「本法人」という)の定

款第 17条第 3項に基づき、役員に対する報酬の支給および費用の弁償等に関して基本事項

を定める。

(役員報酬)

第 2条 本法人の役員には定款第 17条第 1項に基づき、その総数の 3分の 1以下の範囲内

で、総会の決議を経て、報酬を支払うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、本法人の役員に対する役員報酬は、当面の間、支給しない。

(費用弁償)

第 3条 本法人の役員がその職務の執行に当たって負担した費用 (職務の遂行に伴い発生す

る旅費交通費等の経費をいう。)については、理事会の決議で定める範囲内のものに対して、

当該役員より請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。また、前払いを要するものに

ついては前もって支払うものとする。

(改廃)

第 4条 この規程の改廃は総会の決議を経て行う。

(補足)

第 5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が別に定める。



特定非営利活動法人 Hands On Tokyo職 員賃金規程

(総則)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人 Hands On Tokyo(以下、「本法人」とい う)の職員に

対する賃金の支給に関して基本事項を定める。

(賃金の種類 )

第 2条 本法人の職員の賃金の種類は以下のとおりとする。

(1)基本給

(2)通勤手当

通勤に要する公共交通機関を用いた合理的経路による実費を支払 う。

(3)時間外勤務手当

基本給■月平均所定勤務時間×1.25× 時間外勤務時間数

(4)休 日勤務手当

基本給■月平均所定勤務時間×1.35× 休 日勤務時間数

(5)深夜勤務手当

基本給■月平均所定勤務時間×0.25× 深夜勤務時間数

(賃金の決定)

第 3条 本法人の職員の基本給は、職員の職務内容、勤続年数、学歴、年齢、経験、能力、前職

での給与、及び本法人の財務状況等を総合的に勘案し、両者相談の上、各人ごとに代表理事が決

定する。

(賃金の支払 )

第 4条 賃金は、職員に通貨でその全額を指定された日座に支払 う。ただし、法令等で職員の負

担すべきものと定められた社会保険料、税金、その他本人の同意を得たものは控除する。

2 賃金は、毎月 1日 から31日 までを計算期間とし、翌月の 10日 に支給する。ただし、支給 日

が休 日にあたる場合はその前 日に支給する。

3 :新任のときは、職員 となつた日から、賃金額に変更の生じた者には、変更の生じた日から日

割計算により支給する。

4 職員が死亡又は退職 したときは、その日までの賃金を日割計算により支給する。

5 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、賃金を支給 しない

(改廃等)

第 6条 この規程の改廃は理事会の決議により行 う。

2 この規程で定めることのほか、職員の賃金は法令等及び各人ごとの雇用契約書で定めるとこ

ろにより支給する。

3 この規程で定めることのほか、必要な事項は代表理事が別に定める。

附則 この規程は平成 30年 1月 1日 から施行する。



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名
特定非営利活動法人

Halds On Tokyo
事 業 年 度

平成 31年 1月 1日 ～

令和 1年 12月 31日

(1)収益の源泉別の明細

② 借入金の明細
月上
1日

■
/ヽ 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

(3)そ の他

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取寄附金 74323,197円

受取助成金 2,263,407円

受取協賛金 2,052,000円

施設等受入評価益 3,254,180円

寄附された物品の販売事業及びイベントの企画運営事業収益 ■838,000円

受取参加費 7,121,500円

受取利息 493円

雑収益 2,248,900円

円

円

円

円

円

円

/ヽ
日 計 96,101,677円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2}資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円





ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月 日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

Rl.6.1

Rl.7.31

5,173,110円

旅行代金 (航空券、

空港諸税、企画料、

その他)

H31.1.1

R.3.31

500,000円

Cha�ty Conce■ 及

び Baseba]l ProJect

の企画、運営等業務

委託

I131.4.1

Rl.10.31

3,564,000円
LIVES TOKYO企 画

運営等業務委託

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

a

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

300,000円

円

円

円

円

Rl.12.20

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

13人 22,807,253円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施 日]

7

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

H31.3.29

Rl.12.27

図書寄贈

図書寄贈

1,300,000円

627,834円

合   計 1,927,834円

途使 金   額実  施  日

506,632円

669,988円

1,286,761円

335,239円

88,738円

Baseba■ Project(東北・熊本の被災地中学生野球チ
ーム)の米国ホテル(Marmott HoteD宿 泊代金第 1回

目支払送金
BasebaI PЮject(東 北・熊本の被災地中学生野球チ

ーム)の米国ホテル(Mariott HoteD宿 泊代金第 2回

目支払送金

Basebatt Project(東北・熊本の被災地中学生野球チ
ーム)の米国ホテル(Marnott HoteD宿 泊代金最終支

払送金

Baseba■ ProJect(東北・熊本の被災地中学生野球チ

ーム)の米国現地での現金払い費用 (食事代その他)

の為の持ち出し

Websi縫 管理費 支
払送金

I131.4.26

Rl.7.29

Rl.6.24

Rl.7.1

Rl.7.18

516,223円

円

円

円

円

Baseban Prolect(東 北・熊本の被災地中学生野球チ

ーム)の米国現地での移動の為のバス代金支払
Rl.9.5



法人名 特定非営和括動法人Hands On Ъ時。 チェッタ欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ヽ

′

，

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又I詢帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及ま〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(2壮③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族笥 のグループの人数

割 合

(④=③

① ② ③ ④ ⑤

◎
平成 31年 1月 1日 ^冷和 1年

12月 31日 12人 0人 0% 0人 0%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

‖�｀

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号‐
(法第 44条・51条・58条関Ю

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初ヨЭ

住意1索Q
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たってIム 法第55条第1項に基づく書類 (役員罰硼騰熙捏等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

豊L菫当重型□Шヨ壺≦ΞL壺曇墨L_」壁」国国□ロヨロ堅L墜 3表付表2n帳簿組‖D状況」を洒付してくださしヽ

項
一
目 ◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受

けている

はい

い⑥え

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はυヽ

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付I大 取引の設 び帳簿書類の保存
を青色申告法人に準じて行つている

Oい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

はい

レヽ えヽ

項
日
目 ③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

住意事Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第駈条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書奏Dに記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック講ヨ (第 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをしヽ 、ヽ法人が名日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に 噴整が明らかでないもの」があることになり、語定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③■D」 の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝0第○条に『各正会員の表決権|よ

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに講 します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」についてιよ イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はし2L
に「○」したF場舗こl菫監査置盟書を添

付 してくださし、

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の 印型」_に E⊇」_

した場合にlよ 第3表付表2「帳簿組

さ

レと_

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに請識する各期

間 (「③」から l①」)を示したものです。

の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人

Hands  On  Tokyo
③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 12人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名
続柄

等 ① ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

○

○

○

○

○

平成 28.1.9就任

平成 27.1.19就任

平成 27.1.19就 任

令和 1.6.1退任

平成 27.1.19就任

平成 27.6.1就任

平成 31.1.19退任

セオ ドル・シ

ー・ガイル ド

箭管 言

失:シ〔楳秦美

誉井 みさ早

ケン・チャン

チェン・ウェ

理事

(代表

理事)

理事

(副代表

理事)

理事

理事

理事

ァシュパンデ

シャンタ。ルウ

ィーナ

理事 ○ 平成 27.9.7就任

クオ ポール 理事 ○ 平成 28.1.9就任

卓越 罰
ん壁 理事 ○ 平成 28.1.9就任



アーノドザ

エ ル  ロー フ

ン ジョージ

理事 ○ 平成 28.1.9就任

″ ギ
局不

●ちこ

幸子 理事 ○ 平成 30.1.14就任

平成30.1.14就任

令和 1.6.1退任

平成 31.1.19就 任

令和 1.6.1就任

平成 28.3.4就任

平成 30.1.14就任

理事

理事

監事

監事

理事

○

○

○

○

○

ラティモア・

ティモシー・

ウッド

ディビッド

ン・マーク・

ジョン

〆采 業

あ ぐ |こ   ま さき

栗国 正樹

星1塘 (緬,1)

陽子

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



書式第 9号 (法第 44条・ 51条・58条関的

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載雷諭D
「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票し、「振替伝房U、 I現金出悧咄昆|、「総勘定昴眼」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「フレーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。

「錮帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営禾I括動法人 Hands On Ъ貯o

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詢帳の時期 保存期間

現金出納帳 ノレーズリーフ (エクセノ→ 都度 7年

総勘定元帳

ノンーズリーフ

(会計ソフ ト (McЮso乱

Dyna�lcs Nav�On)使用)

月 1回 7年

仕訳日記帳

ルーズリーフ

(会計 ソフ ト (mcЮso食

助mammcs NⅣ蜘m)使用)

月 1回 7年

給与台帳 ノレーズリーフ (エクセノ→ 月 1回 7年



法人名 特定非営利活動法人 HШlds On'■、ァo チェタク欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 目 ④ ⑥ ◎ ③ ◎ ① 申訂事寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有・⑬ 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治土の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有・⑬ 有・ 無 有 ・ 無 有 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の侠補諸若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有・⑬ 有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無

イ

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰罰寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況 当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対ナ

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又lま給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特男|」 の禾IREの供与の有無
有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(注意1事回つ

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 0'吸び二)の認載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書寒Dに記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

Ｊ

・



法人名 特定チ降軒l括動法人 Hands On Ъ時o チェック|‖厠

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

V

次に掲げる書頃について閲覧の請求があった場創こは、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内側υ 等がある場合に:よ その細則 (泄ノ胡調:D等を添付してくださしヽ

同  意

○る しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算議 年略 簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準割こ齢 する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員輌馴又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条1牛その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞ秘こついて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員 社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員晒 己偶者若しくは三親等以内σ瑳助実又lま役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並6こその割附金の額及(選齢頁年月

日

⑤ 給与を得た職員の給数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び睫途並6こその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

G意 11事0
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準.等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 Hands On Ъtto

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

健意中曰

・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たってIよ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チゥ タ欄

特定非営オl括曰捉進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑥ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 蘊
か 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック用嗣

′
Ｖ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為によリイ可ら力C)利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第
"条

第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 ・ ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 :腱mlds On Ъ]70 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの天落事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執1行力終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力国の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (2
定、」」整」墨:定:墜【星墨E璽≧菫塾錮当也D屋:逝

`2Etti塞

菫LL.」E塵里塁凶:署」艶 量生を受量生紬麹塾由姜「そあイ」並び
ι ます)。

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力国の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定井者禾岬鴇壁メリ濡定を取り消された場合又は特例厨 .定特定ブ1者禾I蛯慟湛人が特,儲定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定ブ韓鉢l括動法人又は当該特例認定特定ブP営和:活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有・①

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を氾自昌しない者の有無
有・①

特定ブ岸鉢1括働促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の掬戊員等の有無 有・①

（
∠ 認定又は特夕1思定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。い〇え

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 はい。い〇え

4 国税又は地方税の前被りの執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし琺人
t*!\.v\oi

瀞
薇

認定、特夕用定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上聾4二墨」國壼國壁畳量豊2≧堕室壁≧塁壁担幽壁理型菫

ヒ24上並墾こ璽墜趣聾菫墜堕聾塾⊆生回型國巳塁菫::L菫型塗墨墾壁室墜塑堅量」盤登i饉饉型壁壁墜壺螢墨壁塁曇二__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所i在の滞W政影)に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬槻程等提出書には添付不要

国税に係る重加算税又は地方税に係る:重加算金を課された日から3年を経過しない法人 ItL\.I\Oi

´
り 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 は い
。

い え

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 Ev..t,' え

′
Ｖ




